
令和８年度事業計画 

１ 事業目的 

 当事業団は、定款第３条に定める法人の目的に則り、埼玉県内における埋蔵文化財の調査研究を

行うとともに、埋蔵文化財の保護思想の啓発と普及を図り、もって本県文化の向上に寄与することを

目指す。 

 本目的を達成するため、埼玉県の文化財行政と連携を図るとともに、公益目的事業として埼玉県内

の埋蔵文化財の発掘調査とその成果の公開・活用に係る普及事業を実施する。 

 

２ 事業運営方針 

 公益目的事業の実施に当たり、主に国・埼玉県等が実施する公共事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

を受託し、法令を遵守した業務を遂行していく。 

 その上で、特に発掘調査現場において、調査中の事故が発生しないよう、徹底した安全管理を実施

し、「事故ゼロ」を目指した作業を行う。 

一方、デジタル技術の急速な発展により、大きく社会が転換している中で、当事業団が社会から求

められている業務やその成果についても、改めて検討する必要が生じている。 

当事業団の事業は、埋蔵文化財の調査・研究及び埋蔵文化財保護思想の普及・啓発であり、事業運

営に関して、デジタル技術を活用し効率的に事業を行い、生産性の向上を目指していく必要がある。 

デジタル技術を用いた効率的な事業運営にあたって必要不可欠なネットワークの強化や、デジタル

ツールの導入などの環境整備を令和７年度に行った。これらをもとに、今後、デジタル技術に対する

職員個々の意識やスキルを高め、業務全般に効果を波及させていくことがＤＸの推進にあたり重要

である。 

そのため、令和８年度は研修を実施するとともに実務面でのフォローを継続することで組織全体

でのデジタル活用の定着を図りつつ、効果の確認や課題の洗い出しなどを行った上で、新たな環境

整備も含めた検討を行っていく。 

あわせて、物価上昇等の経営環境の変化にも対応できるように、将来を見据えた経営的視点をもっ

て業務を進めていく。 



３　実施事業

（1）　発掘調査事業

No 事　業　者 遺　跡　名 所在地
予算額
（千円）

備　　　考

1 宅地Ａ区 行田市

2 宅地C区 行田市

3 西遊馬高木 さいたま市 299,552

4 金久保内出 上里町

5 清水南（第５次） 上里町

6 清水南（第６次） 上里町

7 丹生 上里町

8 宮前 鴻巣市

9 下閭北 鴻巣市

1,025,750

10 北堀 深谷市 34,084

11 下長塚 上里町 49,342

12 新井堀の内 蓮田市 14,962

13 入口 朝霞市 88,392

186,780

14 東日本高速道路株式会社 沢口上古墳・八木上 狭山市 19,885

19,885
1,232,415

（２）　整理報告書作成事業

No 事　業　者 遺跡名 所在地
予算額
（千円）

備　　　考

1 砂原 報告書刊行

2 立野 報告書刊行

3 船川

4 高坂館跡・塚原南 東松山市 42,251 報告書刊行

5 宮前 鴻巣市 45,309 報告書刊行

171,666

6 富田庚申塚 寄居町 7,238 報告書刊行

7 新井堀の内 蓮田市 34,000

8 虫塚・新右衛門 鶴ヶ島市 42,751 報告書刊行

83,989
255,655

（３）　資料保存活用事業

No 事　業　者
予算額
（千円）

備　　　考

62,755

1,550,825

埼玉県

320,914

全事業合計

整理報告書作成事業計

内　容

1 埼玉県

（１）　資料整理
（２）　保存処理
（３）　情報収集

（５）　収蔵資料デジタルデータ作成・公開

（４）　普及

行田市

292,281

113,003

国土交通省

資料保存活用事業計

国土交通省

発掘調査事業計

62,755

国土交通省計

埼玉県計

埼玉県

84,106

埼玉県計

国土交通省計

東日本高速道路株式会社計



 ４ 経営の改善に向けた目標 

（１）ペーパーレス支援ソフトウェアの本格稼働や管理部門の段階的なクラウド化等により、ペーパ

ーレス化を推進し、管理部門におけるコピー機使用枚数を８％（令和６年度比）削減する。 

（２）これらの業務全体のコスト削減等により、当期一般正味財産増減額を 100 万円程度確保する。 

（３）人件費上昇や物価上昇等に係る対策として、県人事委員会勧告に基づく給与費の上昇割合をも

とに、上昇分に相応する額を人件費の積算単価へ加算するほか、企業物価指数等をもとに、上昇分

に相応する額を事業経費の積算単価へ加算する。 

 


